
【供託書正本受領】

法務局から供
託書正本が届
きます。

【申請情報の作成】

申請内容をイ
ンターネット
上で作成し、
送信します。

【申請者情報登録】

オンライン申
請を利用するた
めに必要な申請
者情報を登録し
ます。

【供託金の納付】

ATM 又は
インターネッ
トバンキング
を利用して供
託金を納付し
ます。※１

※１ ペイジー対応
の ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
又は ATM の利
用となります。

【受理決定通知】

申請内容に
問題がなけれ
ば,法務局から
オンラインで
受理決定通知
書が届きます。

お知らせ

【封筒・切手の送付】

供託書正本送
付用の封筒 ※２
を法務局へ送付
します。

※２ 切手貼付，
宛名記載済みの
もの

オンライン申請による供託では、「電子納付」という方法によって
供託金を納付します。

「電子納付」とは、金融機関のＡＴＭやインターネットバンキングを
利用して納付する方法ですが、ＡＴＭやインターネットバンキングには
金融機関ごとに利用限度額が設定されています。このため、納付する供
託金額が高額の場合は、電子納付を利用できないことがあります。

オンライン申請の注意点

かんたん申請の利用可能時間

平日月曜日から金曜日まで
８時３０分から２１時まで

※ 土日祝日・年末年始（12/29～1/3）は御利用いただけません。
※ 申請情報が１７時１５分を過ぎて法務局に到達した場合は、その翌開庁日に受付がされます。
※ システムメンテナンスのため、一時的に利用が停止される場合があります。

2023.1 岐阜地方法務局
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① 申請者情報の登録① 申請者情報の登録

インターネット検索サイトで「供託ねっと」又は「登記・供託オンライン申請システム」と検索します。
サイトのトップページへ移動し、『 申請者情報登録 』をクリックします。

まず、供託かんたん申請を利用するためには、事前に、「申請者情報」を登録して、「申請者ＩＤ」や「パスワード」等を設定
する必要があります。
「申請者情報」の登録は、「登記・供託オンライン申請システム」サイトのトップページから行ってください。

※ 初回利用時のみ登録が必要です。
２回目以降は、登録した「申請者ＩＤ」及び「パスワード」によりログインすることができます。

利用規約の確認画面が表示されますので、使用許諾書の内容を御確認いただき、御理解していただいた上で、
『 同意する 』をクリックしてください。
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申請者情報入力内容確認画面が表示されますので、入力した内容に間違いがないか確認の上、間違いがなけ
れば『 仮登録（次へ） 』をクリックしてください。

申請者情報新規入力画面が表示されますので、「申請者ＩＤ」と「パスワード」を設定し、必要事項を入
力してください。

「申請者ＩＤ」と「パスワード」はオンライン申請システムにログインする際には、毎回、入力が必要と
なりますので、大切に管理してください。

必須事項を全て入力したら、画面下部の『 確認 （次へ）』をクリックしてください。

※ 「氏名」欄及び「連絡先・電話番号」欄に入力した情報は、供託申請時に申請に関する連絡先（修正が
必要な場合など法務局からの連絡する場合の連絡先）として法務局へ送信されますので、供託申請の御担
当者様や御担当部署の連絡先を登録してください。

2023.1 岐阜地方法務局
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申請者情報仮登録完了画面が表示されますので、『 発行（次へ） 』をクリックしてください。

認証情報入力画面が表示されますので、「メールアドレス」欄に入力したメールアドレス宛てに送付された
「申請者情報登録用 認証情報のお知らせ」メールの本文に記載された認証情報を入力し、『 登録（次へ） 』をク
リックしてください。

申請者情報の登録が完了すると、申請者情報登録完了画面が表示されますので、『 ログイン画面へ』をクリック
してください。

※ 申請者情報新規入力画面（Step1)の「メールアドレス」欄に入力したメールアドレス宛てに「申請者情
報登録用 認証情報のお知らせ」メールが送付されます。

※ 認証情報の有効期間は申請者情報仮登録完了画面の『 発行（次へ） 』をクリックしてから３０分間です。

※ 有効期間内に申請者情報の登録が完了しない場合､登録を最初からやり直す必要がありますので､御注意
ください。

2023.1 岐阜地方法務局
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② 申請情報の作成

ログイン後、供託申請メニューが表示されますので、手続名『供託（金銭）その他【かんたん】』を選択します。

申請情報の入力画面が表示されますので、必要事項を入力します。

【供託所の表示】

『 供託所選択 』をクリックすると、
選択画面が表示されます。

都道府県選択から『 岐阜 』を選択し、
供託所選択から申請先の法務局を選
択してください。

ログイン画面が表示されますので、申請者情報登録で設定した「申請者ＩＤ」と「パスワード」を入力し、
『ログイン』をクリックします。

岐阜地方法務局

2023.1 岐阜地方法務局



公職選挙法第９２条第１項

岐阜県〇〇市○○町○丁目○○番地

甲山太郎

1000000

供託者は、令和〇年〇月〇日に行われる予定の〇〇
市長選挙につき、候補者として当該選挙の選挙長に
立候補の届出をするため供託する。

〇〇市

官庁の名称 〇〇市長選挙選挙長

岐阜地方法務局

入力不要

入力不要

入力不要

チェック不要
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【供託者の住所・氏名】

「住所又は法人所在地」欄は、
候補者の住民票上の住所を省略
せずに入力してください。

「氏名又は法人名」欄は、候補
者の戸籍上の氏名を入力してく
ださい。

【被供託者の住所・氏名】

「氏名又は法人名」欄に「〇〇
市」と入力してください。

【法令条項】

「公職選挙法第９２条第１項」と入
力してください。

【供託の原因たる事実】

画面例のように入力してくださ
い。

【供託金額】

半角数字で入力してください。

【供託書正本の受取方法】

供託書正本の受取方法（法務局
の窓口で受取 又は 郵送による
受取）を選択（チェック）して
ください。

【備考】

画面例のように入力してくださ
い。

※ 代理人による申請の場合は、委任状
の送付が必要となりますので、「送付
する添付書面あり」にチェックした上、
委任状を申請先の法務局に送付してく
ださい。

候補者本人が届出をする場合の入力例（記載例１）

入力不要

入力不要

※ 代理人による申請の場合は代理人の
住所・氏名の入力が必要となります。
「 代理人

□□県□□市□□町□□番地
丙山三郎 」

※ 委任状が必要となりますので、御注
意ください。

2023.1 岐阜地方法務局
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推薦人が届出をする場合の入力例（記載例２）

公職選挙法第９２条第１項

岐阜県△△市△△町△丁目△番地△

乙野次郎

1000000

供託者は、令和〇年〇月〇日に行われる予定の〇〇
市長選挙につき，岐阜県○○市○○町○丁目○○番
地甲山太郎を候補者として当該選挙の選挙長に推薦
の届出をするため供託する。

〇〇市

官庁の名称 〇〇市長選挙選挙長

岐阜地方法務局

入力不要

入力不要

入力不要

チェック不要

【供託者の住所・氏名】

「住所又は法人所在地」欄は、
推薦人の住民票上の住所を省略
せずに入力してください。

「氏名又は法人名」欄は、推薦
人の戸籍上の氏名を入力してく
ださい。

【被供託者の住所・氏名】

「氏名又は法人名」欄に「〇〇
市」と入力してください。

【法令条項】

「公職選挙法第９２条第１項」と入
力してください。

【供託の原因たる事実】

画面例のように入力してくださ
い。

候補者の住所・氏名は、住民票
上の住所・戸籍上の氏名を入力
してください。

【供託金額】

半角数字で入力してください。

【供託書正本の受取方法】

供託書正本の受取方法（法務局
の窓口で受取 又は 郵送による
受取）を選択（チェック）して
ください。

【備考】

画面例のように入力してくださ
い。

※ 代理人による申請の場合は、委任状
の送付が必要となりますので、「送付
する添付書面あり」にチェックした上、
委任状を申請先の法務局に送付してく
ださい。

入力不要

入力不要

※ 代理人による申請の場合は代理人の
住所・氏名の入力が必要となります。
「 代理人

□□県□□市□□町□□番地
丙山三郎 」

※ 委任状が必要となりますので、御注
意ください。

2023.1 岐阜地方法務局
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必要事項を全て入力し終わったら、『 次へ 』 をクリックしてください。

入力内容の確認画面が表示されますので、内容に誤りがないか確認の上、画面下の『 確定 』をクリックし
てください。

内容を修正する場合は、『 戻る（申請書作成） 』をクリックしてください。

納付情報入力画面が表示されますので、供託者の氏名を全角カナ文字で入力し、『 確定 』をクリックして
ください。

コウヤマタロウ

※ 氏名に小文字が含まれる場合は、大文字に変換した上で入力してください。

※ 「連絡先情報」欄には，申請者情報として登録した氏名及び連絡先電話番号が反映されます。
変更する場合は、申請者情報登録の内容を変更してください。

2023.1 岐阜地方法務局
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以上で申請情報の送信手続は終了です。

送信確認画面が表示されますので、表示された内容を確認の上、『送信実行』をクリックしてください。

2023.1 岐阜地方法務局
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③ 処理状況確認
到達確認，受理決定通知の確認等

供託申請メニュー画面から『 処理状況を確認する 』をクリックします。

申請情報送信後の進捗状況は「処理状況照会画面」から確認することができます。

処理状況照会画面が表示され、取得可能な情報がある場合は、取得可能情報欄にアイコンが表示されま
すので、確認したい情報のアイコンをクリックします。

【到達通知】

申請情報が法務局に到達したことを
確認します。

【お知らせ】

受理決定通知書又は補正（修正）の
お知らせを確認します。

【納 付】

供託金の納付に必要な情報を確認し
ます。

【再 利 用】

申請情報を補正【修正）する場合や
申請情報の内容をコピーして新規の申
請情報を作成する場合に使用します。

到達・受付待ち
申請データが登記・供託オンライン申請システムに到達してから審

査の開始を待っている状態

審査中

審査者が審査を開始した状態～審査が完了した状態（納付待ちや供

託書正本（書面）を印刷した状態までを含む）

（個別の供託事件の審査状況については，申請先の供託所へお問合

せください。）

手続終了

供託所において供託書正本（書面）の交付日（又は送付日）を登録

した状態

供託所にて却下決定書（書面）を印刷した状態

書面による取下書受付後，供託所において取下処理を行った状態

その他申請エラー等で強制的に手続終了とした状態

取下完了
オンラインにより提出した取下書が供託所に到達した後，供託所に

おいて取下処理を行った状態

失効
納付状況が「納付期限切れ」となり，供託所において失効処理を

行った状態

2023.1 岐阜地方法務局
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「受理決定通知書」の受信を確認するには、処理状況照会画面から『 お知らせ 』をクリックしてください。

※ 照会内容確認（お知らせ）画面が開き、コメント欄に「受理決定通知書」の内容が表示されますので、内
容を確認の上、引き続き供託金の納付手続（次ページ参照）に進んでください。

なお、受理決定通知書には供託金の納付期限が記載されていますので、期限までに納付手続を完了してく
ださい。

送信した申請情報が法務局に到達していることを確認するには、処理状況照会画面から『 到達通知 』をク
リックします。

※ 到達通知の内容が表示されますので、申請データが登録されたことを確認してください。

※ 申請情報が法務局に到達した後は、法務局において申請内容の審査が行われます。
申請内容に問題がなければ、審査終了後、法務局から「受理決定通知」がオンラインで送信されますので、

それまでの間、しばらくお待ちください。

受理決定通知

到達確認

法務局での審査が終了し、申請が受理されると、法務局から「受理決定通知書」がオンラインで送信されます。

2023.1 岐阜地方法務局
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納付手続に必要な番号を確認するには、処理状況照会画面から『 納付 』をクリックしてください。

法務局から受理決定通知書が届いたら、供託金の納付手続をとります。

かんたん申請における供託金の納付は、「電子納付」の方法によって行います。
「電子納付」とは、金融機関のＡＴＭ又はインターネットバンキングを利用した納付方法です。

※ 照会内容確認（電子納付情報表示）画面が表示されますので、内容を確認の上、ＡＴＭ又はインターネッ
トバンキングを利用して納付手続をとってください。

② 金融機関のサイトから納付手続を行う方法

御利用金融機関のサイトにログインし、取引メニューから「税金・
各種料金払込み」等（※）を選択してください。

その後は、画面の指示に従い、上記の電子納付情報表示画面で確認
した「収納機関番号」、「納付番号」及び「確認番号」を入力し、納付手続
を完了してください。

※ メニュー名は金融機関によって異なります。

① 供託かんたん申請サイトから直接納付手続を行う方法

上記の電子納付情報表示画面から、『 電子納付 』をクリックします。
「ｅ－Ｇｏｖ」サイトが別ウィンドウで開きますので、御利用金融機
関を選択し、その後は画面の指示に従って納付手続を完了してくださ
い。

④ 供託金の納付

※ ATM又はインターネットバ
ンキングは、Pay-easy（ペイ
ジー）サービスに対応してい
る必要がありますので、ご注
意ください。

※ 電子納付には納付期限（納
付期間最終年月日）が設定さ
れていますので、期限までに
納付手続を終えてください。

※ 納付期限を過ぎると供託の申
請は失効しますので、御注意く
ださい。

＜ゆうちょ銀行 ATMの画面例＞

2023.1 岐阜地方法務局

Pay-easy対応ＡＴＭ一覧
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⑤ 封筒・切手の送付

供託書正本を郵送での受け取りを希望された場合は、申請情報を送信後，供託書正本送付用の封筒と切手を法務局
宛てに送付します。

⑥ 供託書正本の受領

供託金の納付手続が完了すると、納付手続完了の通知が、自動的に法務局へ送信されます。
通知を確認した法務局では、申請情報作成の際に選択された受領方法に基づき、供託書正本を交付します。

⑦ その他（修正（補正）連絡）

法務局での審査の結果、申請内容等に修正が必要な場合は、法務局から補正のお知らせがオンラインで送信されます。

補正が必要な内容を確認するには、処理状況照会画面から『 お知らせ 』をクリックしてください。

長３封筒角２封筒

郵送で受領する場合

※ 申請情報作成時に、「書面の供託書正本の送付を請求す
る。」を選択した場合は、法務局において供託金の納付が確
認でき次第、供託書正本を発送します。

※ 正本送付用の封筒及び切手を、法務局に送付する必要が
あります。

法務局に来庁して窓口で受領する場合

※ 申請情報作成時に、「書面の供託書正本の窓口交付を請
求する。」を選択した場合は、供託金の納付手続完了後、法
務局へお越しください。

※ 来庁される際には、本人確認のため、「申請番号」と「申請
者名」が記載された書面（受理決定通知書画面等を印刷した
もの）をお持ちください。

※ 照会内容確認（お知らせ）画面が開き、コメント欄に補正が必要な内容が表示されますので、内容を確認
してください。

申請情報の内容の修正は、次ページを御覧ください。

※ 供託書送付用封筒は、宛先を記載の上、切手（長３封筒は８４円、角２封筒は１２０円）を貼付した
状態で法務局に送付してください。
※ 書留，速達などを希望する場合は，その分の切手を貼付してください。

※ 封筒に「申請番号」に記載していただくか，又は，受理決定通知書画面など「申請番号」の表示が
ある画面を印刷したものを封筒に同封してください。

2023.1 岐阜地方法務局



供託かんたん申請 お問合せ先
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■ 申請内容・方法の事前相談
■ 申請書への入力内容や書き方が分からない

等

供託の申請内容については、申請先の法務局
へお問い合わせください。

岐阜地方法務局

供託課 〒５００－８７２９ 岐阜市金竜町５－１３

電話 ０５８－２４５－３１８１

八幡支局〒５０１－４２３５ 郡上市八幡町有坂１２０９－２

電話 ０５７５－６７－１４１１

大垣支局〒５０３－０８８８ 大垣市丸の内１－１９

電話 ０５８４－７８－３３４７

美濃加茂支局 〒５０５－００２７ 美濃加茂市本郷町

７－４ －１６

電話 ０５７４－２５－２４００

多治見支局〒５０７－００４１ 多治見市太平町５－３３

電話 ０５７２－２２－１００２

中津川支局〒５０８－００４５ 中津川市かやの木町４－３

電話 ０５７３－６６－１５５４

高山支局〒５０６－００５３ 高山市昭和町２－２２０

電話 ０５７７－３２－０９１５

■ システムにログインができない
■ かんたん申請の流れを教えてほしい
■ 納付方法が分からない 等

かんたん申請の入力・操作方法について
は、サポートデスクにお問い合わせください。

＜お問合せ時間＞

月曜日から金曜日まで
８時３０分から１９時００分まで

＜お問合せ電話番号＞

050ビジネスダイヤル

０５０－３７８６－５７９７

050ビジネスダイヤルを御利用いただけ
ない場合（IP電話番号）

０５０－３８２２－２８１１
又は

０５０－３８２２－２８１２

登記・供託オンライン申請システム

操作サポートデスク

申請情報の内容を修正する必要がある場合は、当初の申請情報を再利用しますので、処理状況照会画面か
ら『 再利用』をクリックします。

※ 当初の申請情報の内容が表示されますので、修正が必要な箇所を修正してください。

※ 修正した申請情報を送信する際には、申請情報入力画面の下部にある「補正のコメントを受領したので
補正申請として申請する。」にチェックし、「補正対象申請番号」欄に補正の対象となる申請の「申請番号」を
忘れずに入力してください。

※ 申請番号は処理状況照会画面等で確認することができます。
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